
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ため池「ため池「ため池「ため池管理管理管理管理保全保全保全保全法」（法」（法」（法」（７月７月７月７月施行予定）・施行予定）・施行予定）・施行予定）・「「「「県ため県ため県ため県ため池池池池保全保全保全保全条例条例条例条例」」」」（（（（７月７月７月７月改正予定）改正予定）改正予定）改正予定）        

に基づいてに基づいてに基づいてに基づいて、、、、決壊すると決壊すると決壊すると決壊すると下流の家屋や公共施設等に被害を及ぼすおそれの下流の家屋や公共施設等に被害を及ぼすおそれの下流の家屋や公共施設等に被害を及ぼすおそれの下流の家屋や公共施設等に被害を及ぼすおそれのあるあるあるある    

ため池を、ため池を、ため池を、ため池を、県が県が県が県が「特定ため池」として指定として指定として指定として指定します。（７月より順次指定）します。（７月より順次指定）します。（７月より順次指定）します。（７月より順次指定）    

ため池を適正に保全するため、堤体や水底の掘削、竹木の植栽、洪水吐の形状変更などのため池の保全に影響のため池の保全に影響のため池の保全に影響のため池の保全に影響のある行為ある行為ある行為ある行為を行うを行うを行うを行うには県には県には県には県（各県民局土地改良センター（各県民局土地改良センター（各県民局土地改良センター（各県民局土地改良センター等等等等））））のののの許可が許可が許可が許可が必要必要必要必要となります。 ため池の管理者又は所有者ため池の管理者又は所有者ため池の管理者又は所有者ため池の管理者又は所有者が防災工事防災工事防災工事防災工事（堤体耐震工事、豪雨・老朽化対策工事、ため池廃止工事など）を実施を実施を実施を実施    するするするする場合、場合、場合、場合、30303030 日前までに日前までに日前までに日前までに各市町各市町各市町各市町ため池ため池ため池ため池担当部署担当部署担当部署担当部署へ工事へ工事へ工事へ工事計画の届出が計画の届出が計画の届出が計画の届出が必要必要必要必要となります。 

お問い合わせ   小野市産業創造課          兵庫県農村環境室 ため池水利班 

         〒675-1380 小野市王子町 806-1              〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1                TEL：0794-63-1928                        TEL：078-362-3432   

「ため池管理保全法」・改正「県ため池保全条例」に基づき 

● １ 

「特定ため池」に指定されると 

 ２ 

 ４ 

 ３ 特定ため池の指定要件を満たすため池は、国の予算を活用して県や市町が実施するため池の県や市町が実施するため池の県や市町が実施するため池の県や市町が実施するため池の防災工事（防災工事（防災工事（防災工事（堤体・堤体・堤体・堤体・洪水吐の改修など）の対象洪水吐の改修など）の対象洪水吐の改修など）の対象洪水吐の改修など）の対象※※※※となる場合があります。 ※特定ため池の指定要件の他、その他の要件を満たす必要があります。 
○「特定ため池」の指定要件 ・浸水区域のうちため池から 100ｍ未満に家屋、公共施設等があるため池 ・貯水量が 1,000m3以上で、浸水区域のうちため池から 500ｍ未満に家屋、公共施設等があるため池 ・貯水量が 5,000m3以上で、浸水区域に家屋、公共施設等があるため池 ・ため池がある土砂災害警戒区域等のうち、当該ため池より下方の区域に家屋、公共施設等があるため池 ・受益農地が 5,000m2以上であり、浸水区域に農地又は土地改良施設、農業用施設があるため池 ・知事が別に定める要件に該当するため池 

２ 


